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Ⅰ 分断化の兆しが見える世界貿易

世界貿易機関（WTO）は 2023 年 10 月，世

界貿易見通しの中で，グローバルサプライ

チェーンの分断化の兆候を示すとともに，それ

が 2024 年の貿易見通しに悪影響を及ぼすリス

クがあると指摘した1)。WTO によれば，物品

貿易に対する新たな介入は 2018 年以降，毎年

増加を続け，米中間の緊張の高まりや新型コロ

ナのパンデミックが，その増加傾向に拍車をか

けた。2022 年には，ロシアのウクライナ侵攻

に伴う食料や肥料，エネルギーの供給混乱が全

世界的な貿易制限措置の広がりを招いた。IMF

によれば，2022 年に導入された物品貿易に対

する新たな貿易制限的措置は，件数ベースで

2016 年〜19 年の年平均件数の 6 倍以上に達し

た2)。食料品などを中心とする貿易制限措置の
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世界経済の発展を支えてきた自由で公正な世界貿易のシステムが，近年，大きく揺らいでいる。2020年に

全世界を覆った新型コロナウイルス感染症（以下，新型コロナ）は，世界貿易を混乱の渦に陥れるとともに，

医療品や生活必需品などに対する全世界的な貿易制限の広がりを招いた。2022 年 2 月には，ロシアによる

ウクライナ侵攻という国際社会への新たな脅威が出現し，主要国・地域の通商政策に新たな課題を突き付ける

こととなった。

加えて，米中の技術覇権争いの先鋭化などを背景に，特に 2020 年半ば以降，米国が重要技術の流出を防

止するための輸出管理規制を強化。対抗措置の応酬とともに，規制の対象が品目および需要者の双方で拡大し

ている事情がある。日本企業においては，関連措置の域外適用リスクも含め，規制や手続きの適切な理解，サ

プライチェーン全体での取引先把握と管理，自社の技術や人材に関わる社内体制の評価や見直しが喫緊の課題

となっている。

本稿では，新型コロナ発生以降の主要国・地域の通商政策の変化から見える国際通商法秩序の揺らぎについ

て概観するとともに，日本企業がこうした構造変化にどのように対応すべきかを論じる。同時に，構造変化の

中で，FTA などの連携枠組みの進展が，自由で公平，ルールに基づく国際通商秩序の維持に寄与する可能性

について考察する。



増加は，即時的に世界の食料市場と消費者を直

撃し，とりわけアフリカ，中東，アジアの一部

の開発途上国や後発開発途上国の消費者の食糧

不安を深刻化させた。また，こうした国内市場

保護を目的とする輸出制限措置の大半がWTO

への通知なしに導入・実施された事実も，昨今

の国際貿易をめぐる秩序の乱れと透明性・予見

性の低下を如実に示している3)。

世界貿易の分断化の兆しは，主要国・地域間

の貿易フローにも徐々に表れ始めている。表 1

は，主要国・地域間の輸出（縦軸）および輸入

（横軸）の関係をマトリクス形式で示したもの

である。表中の数値は，2023 年上半期（1〜6

月）の輸出額を 2021 年上半期と比較した伸び

率を示している。

世界全体の貿易額は同 2 年間で 11.6％の増

加となった。主要国・地域間では，特に米国，

USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）締結

国から EU 向けの輸出（それぞれ 43.2％増，

38.8％増），USMCA 域内（22.7％増）などの

伸び率が高く，世界全体の伸び率を大きく上

回った。米国および USMCA から EU 向けの

輸出の伸び率の高さは，米国からの天然ガス等

（HS2709）の伸び率に起因する。価格高騰に加

え，ウクライナ紛争を背景に，EUがエネルギー

の脱ロシア依存を進めたことも背景にある。

一方，主要国・地域と中国との輸出入は，中

国からASEAN，ロシア向けの輸出を除いて，

軒並み世界全体の伸び率を下回る。中国の輸入

の伸び悩みは，中国国内経済の低迷が主因と考

えられるが，加えて，米国による先端半導体や

同製造装置を含む関連製品の貿易管理強化も，

米国やそれ以外の国・地域から中国向けの輸出

に影響を与えた可能性がある。

他方，ロシア向けの輸出の動向では，米国や

USMCA が約 9割減，EUや日本も 5 割以上減

少している半面，中国の輸出は 8割以上増加し

ており，新たな分断が生じている。全世界ベー

スの輸出も 6.8％の減少にとどまる。なお，

WTOと国際連合の共同機関である国際貿易セ

ンター（ITC）の集計によれば，2023 年 11 月

30日時点で，ウクライナ紛争に関連する暫定
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表1 世界主要国・地域間の貿易マトリクス：2023年上半期の2021年同期比輸出伸び率

（単位：％）

輸入

輸出

世界

USMCA EU 日本 中国 ASEAN ロシア

米国

世界 11.6 14.5 12.7 14.7 6.7 △ 5.9 12.1 △ 6.8

USMCA 20.0 22.7 25.0 38.8 3.9 1.4 12.4 △ 90.3

米国 19.6 19.6 ─ 43.2 2.2 1.5 12.2 △ 89.8

EU 12.2 17.0 15.5 13.4 △ 2.9 △ 9.4 12.5 △ 57.0

日本 △ 5.0 5.4 3.6 4.2 ─ △ 24.4 △ 3.5 △ 53.1

中国 11.0 △ 0.0 △ 3.8 11.2 △ 0.5 ─ 19.6 81.4

ASEAN 8.8 11.4 10.0 9.7 6.4 1.5 11.2 △ 48.8

<凡例>

世界平均より10ポイント以上高い

世界平均より10ポイント以上低い

（出所）DOTS, IMF



的な貿易関連措置として，合計 156 件の措置が

継続中であり，そのうち輸出制限・禁止措置が

71 件，輸入制限・禁止措置が 50 件，その他の

貿易制限的措置が 23 件（ライセンス要求など

含む）と報告されている。制裁措置を発動する

国・地域の数は，欧米や日本などの先進諸国・

地域からの広がりは見られず，対ロシア制裁措

置として何らかの輸出・輸入制限を発動した

国・地域は，同時点で EU27 カ国，米国，日

本，英国，カナダなど欧米諸国を中心とする計

45カ国・地域にとどまる。半面，180 カ国以上

はウクライナ紛争に関連した一切の貿易関連措

置を発動していないのが実態である。

これらのデータからは，経済効率性や比較優

位に基づいて形成されてきた主要国・地域間の

貿易関係が，世界情勢の変化に伴い，政治的な

価値観を共有する同志国を優先する方向へ徐々

にシフトしている実態を見て取ることができ

る。

Ⅱ 通商秩序の変化

近年の主要国・地域の通商政策を見るうえで

極めて重要な 2つのキーワードは，「経済安全

保障の推進」，ならびに「経済的威圧への対抗」

である。

第 1 の経済安全保障の推進とは，すなわち，

経済的な面での国家安全保障上の課題への対応

を強化し，国家の生存，独立，繁栄を追求する

ことである。それが，新型コロナ禍におけるサ

プライチェーンの途絶リスクの顕在化，ロシア

によるウクライナ侵攻，デジタル空間でのサイ

バー攻撃などのリスクの増大，米中覇権争いの

激化などに代表される国際情勢の変化により，

各国・地域の通商政策立案，および有志国・地

域間での連携枠組み構築における喫緊の課題と

して強く認識されるようになった。

日本を含む主要国は近年，経済安全保障に対

応する国家戦略を立案し，同戦略に基づく政策

を矢継ぎ早に実行している。経済安全保障を前

提に主要国・政府が講じている政策の導入目的

は，大きく，（1）サプライチェーンの強靭化，

（2）産業競争力の強化，（3）基幹インフラ・

データの保護，（4）重要技術の流出防止，に分

類することができる。グローバルにビジネスを

展開する企業は，同（1）〜（4）の目的に基づく

同関連政策の下で新たに乱立するルールへの対

応を迫られている。

第 2 の経済的威圧（economic coercion）と

は，他国の外交・国内政策への影響力の行使を

目的とする一方的な経済的措置を指す。威圧行

為の態様として，具体的に，関税引上げ，検疫

措置，通関拒否，重要物資の輸出規制などが挙

げられる4)。2022 年以降，米国や EU，日本を

中心とする主要先進国・地域では，経済的威圧

への対抗を通商政策上の主要課題として明示

し，具体的な対抗措置を講じるための政府内の

体制や法的枠組みの整備を図る動きが目立つよ

うになった。

法的枠組みの整備で先行する EUでは，2023

年 3 月，域外国の EUに対する経済的威圧への

対抗措置の実施を可能にする「反威圧手段規則

案」（2021 年 12 月公表）に関し，暫定的な政

治合意に達したことを発表5)。2023 年 10 月に

EU 理事会にて正式に採択された。同規則で

は，域外国が，貿易や投資制限などの手段を通

じ，EUや加盟国に対して特定の政策の実施や

その変更を迫る場合，欧州委員会が対抗措置の

内容を検討・決定し，加盟国の賛成を経て措置

を実行する。なお，欧州委員会は同規則案の念
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頭には中国による EU加盟国への措置があると

言及。近年の中国による経済的威圧の増加に対

し，規則案の積極的な実施も必要との見方を示

す6)。

また，米国では，2023 年 2 月に米連邦上院

に再提出された経済的威圧対抗法案において，

威圧をかける国への対抗措置とあわせ，経済的

威圧によって被害を受けた国・地域への救済措

置として，当該国・地域産品への関税引下げや

貿易促進措置を講じる権限を，大統領に与える

規定などが盛り込まれている。また同志国との

間で経済的威圧への対抗を強化するための国際

協調にも意欲的に取り組む。

2023 年 5月に広島で開催された G7首脳会議

で採択された「経済的強靭性及び経済安全保障

に関する G7首脳声明」では，国際秩序を侵害

し，究極的には世界の安全及び安定を損なう経

済的威圧へ「深刻な懸念を表明し，全ての国に

対してその使用を控えるよう求める」と明記。

また「経済的威圧に対する調整プラットフォー

ム」を立ち上げ，威圧に対する早期警戒，迅速

な情報共有，定期協議，状況評価，協調的な対

応の追求，および対抗する方針を示した7)。ま

た同年 6 月には，G7共同声明のモメンタムを

踏まえ，豪州，カナダ，日本，ニュージーラン

ド，英国，米国の 6カ国がパリで閣僚級会合を

実施し，「貿易関連の経済的威圧及び市場的政

策・慣行に対する共同宣言」を発出。経済的威

圧や非市場的政策・慣行を効果的に抑止し，対

処するため，国際的な協力を強化していくこと

を約束している。

Ⅲ 企業に求められる

新たなルールへの対応

通商環境の変化に伴う新たなルールの乱立

に，企業はどう対応すべきか。特に，ここ数年

で企業活動に最も影響を及ぼした新しいルール

として，重要技術の流出防止を目的とする先端

半導体や同製造装置の輸出管理規則がある。

米国商務省産業安全保障局（BIS）は 2022

年 10 月，中国を念頭に半導体関連製品（物品・

技術・ソフトウエア）の輸出管理規則（EAR）

強化措置を公布・施行8)。中国向けの先端半導

体製品や半導体製造装置の輸出を厳格に制限す

る同措置の運用開始に伴い，日本企業を含む半

導体製造装置関連企業は対中輸出戦略の見直し

を迫られることとなった。米国の半導体製造装

置最大手 3社であるアプライドマテリアルズ，

ラムリサーチ，KLA を含む装置メーカー各社

は，中国に対して，自社の製造装置の輸出のほ

か，装置の設置・メンテナンスなどに関する各

種サービス提供を即時停止するなど，中国国内

の設備投資およびサプライチェーンに一定の影

響が及んだ9)。半導体製造機器（HS8486 項）

の輸出で世界第 1位の日本（2022 年実績）も，

米国に歩調を合わせるかたちで，2023 年 7 月，

高性能な製造装置など 23 品目を輸出管理の対

象に追加している10)。

こうした動きに対し，中国側も，商務部が

2023 年 2 月，「両用品目の輸出管理業務をさら

に進めることに関する通知」を公表。常態的な

法執行検査および特別法執行活動に取り組む方

針示した。さらに，2023 年 7 月には商務部税

関総署から，半導体などの原材料に用いられる

希少金属の輸出管理措置として「2023 年第 23
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号 ガリウムおよびゲルマニウムの関連品目に

対して輸出管理を実施する旨の公告」が公布さ

れ，8 月 1日から施行された。8種類のガリウ

ム関連品目および 6種類のゲルマニウム関連品

目を掲載しており，該当する品目を輸出する場

合には，商務部の許可を要することが定められ

た11)。

ジェトロが 2023 年 4 月に日本企業向けに実

施したアンケートによると，主要国の経済安全

保障関連政策の中でビジネスに影響を与える可

能性が高い政策として，「米国による 2022 年

10 月発表の対中半導体規制」を挙げた企業の

割合が 28.3％で最多となり，次いで，「米国輸

出管理の域外適用にあたる再輸出規制による影

響」（27.1％）となった12)。また，中国につい

ては，「反外国制裁法を含む対抗措置による影

響」の可能性を指摘する割合も 1 割を超えた

（図 1）。

米商務省・国際貿易局は，商務省や国務省，

財務省などがそれぞれの権限で発動している特

定品目の輸出，再輸出，移転の制限に関し，そ

の相手先を包括する「統合スクリーニングリス

ト」（CDL：Consolidated Screening List）を

データベース形式で公開している13)。日本企

業が，米国政府の規制対象製品の取引を計画し

た段階で，取引検討企業が CDLに掲載されて

いないかを確認し，必要なデューディリジェン

スに備えることを可能にするものである。

日本企業にとっては，これらの情報を社内の

取引先情報と整合し，関係部門で厳格な審査を

行ったうえで，輸出許可の取得や取引の是非の

判断など，必要な対応を取る必要がある。取引

先が CDLに掲載されていない場合でも，将来

的な掲載リスクへの備えが重要である。たとえ

ば輸出管理を事由とする契約解除に対して責任

が問われないよう，不可抗力（force majeure）

条項を盛り込むなどの対応策を取るのが望まし

い。

Ⅳ 従来型のFTAからの

脱却を宣言する米国

2023 年 4 月，米国のジェイク・サリバン国

家安全保障担当大統領補佐官は，「新ワシント

ンコンセンサス」と称する米国の新たな通商政

策について演説を行った14)。その中で，サリバ

ン補佐官は，現代の中核的課題に焦点を当てた

革新的な新しい国際経済パートナーシップへの

移行，すなわち，「従来の自由貿易協定（FTA）

ではない」近代的な貿易協定を同盟国とともに

追求する方針を強調した。そして，解決すべき

課題として，多様で強靭なサプライチェーンの

構築，公正でクリーンなエネルギー転換，持続

可能な経済成長のための公共投資と民間投資の

動員，良質な雇用の創出，デジタルインフラの
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図 1 日本企業のビジネスに影響を与える可能性が最も

大きい政策例

（注）アンケートはジェトロウェビナー「米国輸出管理措置

の最新動向について」（2023 年 4 月 13 日）参加企業に対

して実施

（出所）ジェトロによるアンケート（2023 年 4 月）



信頼性，安全性，開放性の確保，労働と環境の

保護強化，腐敗との闘いなどを列挙。それらの

課題は「単に関税を引き下げることとは異なる

基本的優先事項である」との考えを示した。そ

のうえで，それらの目的を達成するために，

「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」や「経済

繁栄のための米州パートナーシップ（APEP）」

などの連携枠組みを設計したと説明した。同時

に，対中政策に関しては，「分断（decoupling）

ではなく，リスク低減（de-risking）および多

様化（diversifying）を支持する」方針を示し

た。

米国が主導する IPEF交渉については，2023

年 11 月，サンフランシスコでの閣僚会合を経

て，（1）貿易，（2）サプライチェーン，（3）ク

リーン経済，（4）公正な経済という 4 本柱の

ルールや協力枠組み作りに関して，（3）クリー

ン経済と（4）公正な経済の柱で実質妥結に

至った15)。また，同年 5 月時点で実質妥結し

た（2）サプライチェーンの柱については，11

月の会合で協定書が署名された16)。協定は，

サプライチェーン強靭化のための各国の協力や

規制の透明性確保，労働者の役割強化，重要分

野・重要物品の特定などを規定する。サプライ

チェーンの途絶時における具体的な連携手続き

を規定する初の多数国間協定となる。

他方，（1）の貿易の柱については，妥結に至

らず交渉継続となった。貿易の柱では，データ

の越境移転などを含むデジタル貿易ルールの形

成も主要テーマとして議論されているが同ルー

ル形成に対する米国の方針転換も交渉に影響し

たものと見られる。米国は 2023 年 10 月，電子

商取引（EC）の貿易関連ルールを交渉する

WTO の共同声明イニシアチブ（JSI）に対し

ても，越境データフロー，データ・ローカライ

ゼーション要求の禁止，ソースコードの開示要

求禁止などの提案に対する支持を撤回すると発

表17)。デジタル貿易へのアプローチを巡って

国内で議論する政策的余地を確保するためと説

明している。デジタルルール形成をめぐる米国

の方針転換は，議長国として WTO の電子商

取引交渉をリードする日本やオーストラリア，

シンガポールとの溝を深めるものであり，交渉

妥結に向けたモメンタム低下が懸念される。

Ⅴ FTAを通じた

価値観の共有を目指すEU

EU による FTA 締結の動向は，2020 年 8 月

に EU・ベトナム FTA，2021 年 5 月に EU 英

国通商・協力協定（TCA）が発効して以降，

2023 年 12 月に至るまで新たな FTA は発効し

ていない。2019 年 6 月に政治合意に達したメ

ルコスールとの FTAも停滞したままの状態が

続く。他方，2022 年 6 月にニュージーランド

との FTA 交渉の妥結を，同年 12 月には EU

とチリとの FTA現代化交渉を経て高度枠組み

協定の交渉妥結をそれぞれ発表している。

欧州産業連盟は 2023 年，欧州委員会および

欧州理事会宛ての公開書簡において，進行中の

EUの貿易協定締結プロセスや交渉の加速化を

求めている18)。こうした産業界からの強い要

請なども背景に，同年 2月に発表されたグリー

ン・ディール産業計画では，貿易協定の締結促

進が柱の一つに掲げられた19)。EU はニュー

ジーランドとの FTAについて，欧州委員会が

6 月に提案した「貿易と持続可能な開発に関す

る章（以下，TSD章）」の新たな方針を反映し

た初の FTA となることを強調している20)。

ILO の「労働における基本的原則と権利」や
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気候変動に関するパリ協定といった TSD 章の

核心的コミットメントの違反に対しては，関税

の一時的な引き上げなどの制裁を可能にする紛

争解決メカニズムを導入。また脱炭素化などに

資する製品・サービスの市場も発効と同時に自

由化される。このほか，EU として初めて「貿

易とジェンダー平等」に関する独立した条項も

含まれる。

停滞していた FTA交渉再開の動きもある。

2022 年 6 月には 2013 年以降停止していたイン

ドとの FTA 交渉を再開したほか，2022 年 12

月の EU・ASEAN サミットを経て，ASEAN

各国との FTA交渉加速や再開に向けた機運も

高まっている。2023 年 3 月にはタイとの FTA

交渉を 2014 年の交渉停止以来，10 年ぶりに再

開することで合意に至った21)。EU は FTA な

ど特恵貿易協定を介して貿易相手の多角化を進

めつつ，同時に環境や労働などの分野において

パートナー国とともに，EUの価値観に基づく

持続可能性を追求する姿勢がうかがえる。

また EUは，デジタル貿易ルール形成に関し

て，WTOの電子商取引交渉の共同議長国であ

るシンガポールとの間で 2023 年 2 月，デジタ

ル特化型の貿易協定である EUシンガポール・

デジタルパートナーシップ（EUSDP）に署名。

日本との間でも日 EU・EPAのサービス貿易・

投資・電子商取引章の「データの自由な流通」

に関する規定の交渉が 2023 年 10 月に大筋合意

に至っている。EUSDPが実質合意に達した際

の EU・シンガポールの共同声明（2022 年 12

月）では，両国・地域が合意した一連のデジタ

ル貿易に関する原則が「世界との間のデジタル

貿易を促進するための共通の枠組みを提供す

る」としたうえで，これらの取り組みが「世界

的なルール導入を目指して進行中の WTO の

電子商取引交渉を補完し，支援すると確信して

いる」と表明22)。同分野で WTO 交渉の進展

を支持する立場から退いた米国とは対照的なス

タンスを示している。

Ⅵ 日本はCPTPP，RCEP，

日EU・EPAを着実に推進

日本が締約国となっているメガ FTA のう

ち，環太平洋パートナーシップに関する包括的

および先進的な協定（CPTPP）は，2023 年に

入り，2 月にチリ，7 月にブルネイで発効し，

2018 年 3 月に署名した 11 カ国すべてにおいて

発効が完了した。また，英国の新規加入に関し

て，2023 年 3 月に交渉が妥結し，同年 7 月に

締約国と英国の担当閣僚が英国加入議定書およ

び関連文書に署名を行った。

英国は 2021 年 2 月に加入申請を通報。同年

6月に日本を議長とする加入作業部会が立ち上

がり，その後，英国による CPTPPのルールの

順守確認や高いレベルの市場アクセス交渉を継

続してきた。交渉過程で，英国は CPTPPに含

まれる既存のルールを遵守する具体的手段を示

すとともに，CPTPP締約国に対し，物品，サー

ビス・投資，金融サービス，ビジネス関係者の

一時的入国，政府調達等について，商業的に意

味のある市場アクセスを約束した。CPTPPに

とって初となる加入交渉に際し，日本を含む締

約国は，協定のハイスタンダードを維持し，模

範的な先例とすべく交渉を行ったことを強調。

日本政府は，英国の加入の実現が「自由貿易，

開かれた競争的市場，ルールに基づく貿易シス

テム及び経済統合の促進に資するもの。我が国

を含む環太平洋地域，ひいては同地域を超えて

世界全体の貿易・経済の更なる成長・発展や，
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自由で公正な経済秩序を形成していく上で大き

な意義を有する」と説明している23)。

2022 年 1 月に発効した地域的な包括的経済

連携（RCEP）は，2023 年 1 月にインドネシ

ア，同年 6 月にフィリピンで発効し，ミャン

マーを除くすべての加入国での発効が完了し

た。RCEPは日本の貿易総額の約 5割を占める

広域経済圏の創設であり，地域の貿易・投資の

促進，サプライチェーンの効率化・強靱化に加

え，域内の開発途上国を含めた多様な国同士

が，知的財産や電子商取引など幅広い分野の

ルール整備を目指すものである。ジェトロが

2023 年 2 月に実施した輸出企業向けのアン

ケート調査では，RCEPを通じて初の FTA 締

約国となった中国向けや韓国向けの輸出におい

て，発効から約 1 年ですでに 3割近くの企業が

同協定を利用している実態が明らかとなってい

る。また RCEPの発効が企業の FTA活用の拡

大に寄与した結果，輸出における FTA活用率

は 62.4％に達し，2020 年度調査（2020 年 10

月実施）時点の利用率（48.6％）から大幅な上

昇となった24)。

また，日 EU･EPAにおいては，前出の通り，

サービス貿易・投資・電子商取引章に「データ

の自由な流通」に関する規定を含める交渉が

2023 年 10 月に大筋合意に至っている。同規定

は，日 EU間での自由なデータ流通の原則を確

認するとともに，データ流通の障壁となる措置

（データローカライゼーション等）を明確に禁

止することで，企業の予見可能性を担保するこ

とが可能になる25)。

日本国内では，FTA利活用推進の取り組み

も進展している。手続き面でカギとなる原産地

証明書の電子化は，2022 年より開始されたタ

イ向け（日タイ）に続き，2023 年 4 月には，

インド向け（日インド）およびマレーシア向け

（日マレーシアおよび日 ASEAN）の原産地証

明書の電子化が実現。同年 6月には，インドネ

シア向け（日インドネシア）の原産地証明書に

ついて，データ交換の運用が開始された。試験

運用を経て，輸出入・港湾関連情報処理システ

ム（NACCS）で受信した証明書のデータ（e-

CO）を電子上で提出することが可能となった。

Ⅶ 考察

近年，ロシアのウクライナ侵攻などに起因す

るサプライチェーン途絶リスクの高まりなどを

受け，食料品や鉱物資源などの安定確保を目的

とする保護主義的な貿易制限措置の増加が顕著

である。また，経済安全保障を動機とした輸出

管理の強化，戦略物資の国内立地を支援する産

業誘致競争の熾烈化により，世界貿易に徐々に

分断の兆しが見えつつある。その半面，日本や

欧州を中心に，FTA を通じて，ルールに基づ

く貿易投資の自由化や，規律の共通化を目指す

動きも見られる。

保護主義的な貿易制限措置を抑制するために

は，より多くの国・地域間で，特定必需品への

輸出制限発動への規律を強化することや，基

準・認証にかかる相互承認を進展させることも

有効である。前者に関する先進的な事例では，

日・オーストラリア協定（第 7・3条）におい

て，重要な食料の輸出に関し，GATT第 11条

2項 aに基づくいかなる措置も導入・維持しな

いことを規定している26)。また，CPTPPでは

同項に基づく食料品への輸出制限措置の発動自

体は認めているものの，原則 6 か月以内に終了

することを規定している（第 2.24条）。CPTPP

（附属書 8-E）や EU-シンガポール（附属書 2-
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C），EU-韓国の FTA（附属書 2-D）も，医薬

品や医療機器に関して，自国の規制や規格・認

証に関する情報を公に入手可能にすることや，

可能な限り規制の調和を図ることを規定してい

る。

WTO 体制を補完する FTA の役割・機能の

うち，貿易円滑化措置の分野では，WTOの貿

易円滑化協定に加盟する途上国・LDCsによる

同協定への早期のコミットメントを促す効果が

考えられる。たとえば RCEP の場合，カンボ

ジア，ラオス，ミャンマーの域内 LDCs を含

めた形で，締約国が貿易手続きの簡素化や，貨

物引き取りの迅速化を約束。貨物引き取りにか

かる期限の設定に加え，事前教示制度に関して

も書面での回答期限（可能な限り 90日間）や，

教示内容の有効期限（3 年間）なども規定され

た。また電子システムの利用や関連書類等の電

子化，認定事業者制度の導入，などの措置に関

して，発効と同時，もしくは遅くとも 5年以内

に施行することが規定されている（附属書 4-

A）。期限と強制力を伴う各種措置の履行プロ

セスが，締約国の国内構造改革を促し，法的安

定性や手続きの透明性の向上をもたらす結果，

当該締約国のビジネス拠点としての信頼度を高

める効果も期待される。

また，WTOの共同声明イニシアチブに基づ

く電子商取引に関する有志国交渉に対しても，

一定の自由化水準と規律を有する電子商取引関

連条項を取り入れた FTA，デジタル特化型の

貿易協定の増加と運用強化が，主要国のデジタ

ル関連のルールの調和や，ビジネスの予見可能

性の向上に寄与し，WTOの有志国交渉を補完

し得る。

そのためには，自由化水準や規律の面で先行

する主要な協定，特に CPTPP や RCEP，日

EU･EPAなどのメガ FTAの枠組みにおいて，

締約国間の継続的な対話や見直し協議を通じ，

可能な限り自由化水準や規律の共通化を実現す

ることがステップとなる。日本は CPTTP や

RCEP，日・EUなどのメガ FTAや日米貿易協

定を通じ，ルール形成のカギを握るあらゆる主

要国・地域と既存の連携枠組みを有している。

それぞれの枠組み・交渉分野で議論のリード役

を担い，共通のポジションを有する同志国を増

やす取り組みが重要である。
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